
６
月
10
日
㈪
に

市
・
府
民
税
の

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

納
期
限
ま
で
に
金
融
機
関（
銀
行
・

農
協
・
郵
便
局
な
ど
）、
コ
ン
ビ
ニ
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
、
地
方
税

お
支
払
サ
イ
ト
、
市
役
所
な
ど
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
る
場
合

は
、
指
定
口
座
の
残
額
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。（
領
収
書
は
送
付
し
ま

せ
ん
の
で
、
通
帳
を
記
帳
し
確
認
し

て
く
だ
さ
い
）

【
市・府
民
税（
普
通
徴
収
の
納
期
限
）】

●
第
1
期
分
…
7
月
1
日
㈪

●
第
2
期
分
…
9
月
２
日
㈪

●
第
3
期
分
…
10
月
31
日
㈭

●
第
4
期
分
…
12
月
25
日
㈬

【
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
】

　

納
期
限
ま
で
に
納
税
し
な
い
場
合

は
、
本
来
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か

に
延
滞
金
を
あ
わ
せ
て
納
め
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
必
ず
期
限

内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

【
市
税
の
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
】

　

市
税
の
納
期
限
日
に
、
指
定
の
口

座
か
ら
振
り
替
え
て
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
納
期
ご
と
に
納
め
に

行
く
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
も
な

く
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

　

新
た
に
口
座
振
替
を
希
望
す
る
場

合
は
、
通
知
書
に
同
封
す
る
申
込
書

の
申
込
期
限
を
確
認
し
、
取
扱
金
融

機
関
ま
た
は
税
務
課
窓
口
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

■
減
免
制
度

　

解
雇
に
よ
る
失
業
の
た
め
所
得
が

皆
無
に
な
る
な
ど
で
、
市
・
府
民
税

の
納
付
が
困
難
な
人
は
、
所
得
状
況

な
ど
に
よ
り
税
が
減
額
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
納
期
限
（
今
年
度
1

期
分
か
ら
の
場
合
は
7
月
1
日
㈪
）

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
自
己
都
合
や
雇
用
期
間
満
了
に
よ

る
退
職
は
対
象
外

■
「
令
和
6
年
度
個
人
市
・
府
民
税

課
税
証
明
書
」
の
発
行

　

市
役
所
税
務
課
窓
口
で
は
6
月
3

日
㈪
か
ら
、
コ
ン
ビ
ニ
で
は
6
月
1

日
㈯
か
ら
発
行
可
能
と
な
り
ま
す

（
同
日
よ
り
令
和
5
年
度
以
前
の
証

明
書
は
コ
ン
ビ
ニ
で
発
行
で
き
ま
せ

ん
）。
詳
し
く
は
、
税
務
課
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、
コ
ン
ビ

ニ
で
の
課
税
証
明
書
の
発
行
が
で
き

な
い
日
が
あ
り
ま
す
の
で
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

税

税問合
先　

税
務
課

　

詳
し
く
は
、
市
・
府
民
税
の

納
税
通
知
書
に
同
封
の
「
市
・

府
民
税
の
し
お
り
」
ま
た
は
税

務
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

この広告掲載についてのお問い合わせは、合同会社 IM総合企画（☎072-275-5449）へ この広告掲載についてのお問い合わせは、株式会社 ウィット（☎072-668-3275）へ

令
和
６
年
度

個
人
市
・
府
民
税
に
お
け
る

定
額
減
税
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
お
い

て
、
賃
金
上
昇
が
物
価
高
に
追
い
つ

い
て
い
な
い
国
民
の
負
担
を
緩
和
す

る
た
め
、
物
価
上
昇
を
十
分
に
超
え

る
持
続
的
な
賃
上
げ
が
行
わ
れ
る
経

済
の
実
現
を
目
指
す
観
点
か
ら
、
令

和
６
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
令
和
６

年
度
の
個
人
市
・
府
民
税
に
お
い
て

定
額
減
税
を
実
施
し
ま
す
。

【
定
額
減
税
の
対
象
者
】

　

令
和
６
年
度
の
個
人
市
・
府
民
税

所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
う
ち
、
前

年
合
計
所
得
金
額
が
１
，
８
０
５
万

円
以
下
（
給
与
収
入
２
，
０
０
０
万

円
以
下
に
相
当
）
の
人
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

※
均
等
割
の
み
課
税
さ
れ
る
納
税
義

務
者
は
定
額
減
税
の
対
象
外
と
な
り

ま
す
。

【
定
額
減
税
額
の
算
出
方
法
】

　

納
税
義
務
者
本
人
お
よ
び
控
除
対

象
配
偶
者
・
扶
養
親
族
１
人
に
つ

き
、
令
和
６
年
度
の
個
人
市
・
府
民

税
１
万
円
が
減
税
さ
れ
ま
す
。

※
控
除
対
象
配
偶
者
お
よ
び
扶
養
親

族
の
算
定
に
お
い
て
、
国
外
居
住
者

は
対
象
か
ら
除
き
ま
す
。

※
算
出
し
た
減
税
額
が
所
得
割
額
を

上
回
る
場
合
は
、
所
得
割
額
が
減
税

の
限
度
額
と
な
り
ま
す
。（
均
等
割

額
へ
の
減
税
の
適
用
は
で
き
ま
せ

ん
）

【
計
算
例
（
控
除
対
象
配
偶
者
お
よ

び
扶
養
親
族
２
人
の
場
合
）】

　

納
税
義
務
者
本
人
（
１
万
円
）
＋ 

控
除
対
象
配
偶
者
（
１
万
円
）
＋ 

扶
養
親
族
（
２
万
円
）
＝
４
万
円

※
定
額
減
税
の
実
施
方
法
、
定
額
減

税
し
き
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
人
へ

の
給
付
金
（
調
整
給
付
）
に
つ
い
て

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

広　

告
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国保年金

（別表）令和6年度 国民健康保険料率

区 分 算 定 基 礎 医 療 分 後期高齢者
支援金分 介 護 分

所得割
令和5年中の基
準総所得金額に
対して

9.56％ 3.12％ 2.64％

均等割 被保険者
1人あたり 35,040円 11,167円 19,389円

平等割 1世帯あたり 34,803円 11,091円 ー

賦課限度額 65万円 22万円 17万円

令
和
６
年
度 

国
民
健
康
保
険

保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

　

国
民
健
康
保
険
料
率
お
よ
び
保
険

料
の
減
免
基
準
は
、
国
保
が
広
域
化

さ
れ
た
平
成
30
年
度
か
ら
６
年
間
の

経
過
措
置
期
間
を
経
て
、
令
和
６
年

度
よ
り
府
内
完
全
統
一
と
な
り
、
府

内
の
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
、
同
じ

所
得
・
同
じ
世
帯
構
成
で
あ
れ
ば
同

じ
保
険
料
額
と
な
り
ま
す
。

　

今
後
は
、
大
阪
府
と
43
市
町
村
の

国
保
が
「
大
阪
府
で
一
つ
の
国
保
」

と
し
て
一
体
と
な
り
、
保
険
料
の
抑

制
・
平
準
化
を
図
り
な
が
ら
保
険
財

政
の
安
定
的
運
営
を
進
め
て
い
き
ま

す
。
令
和
６
年
度
の
国
民
健
康
保
険

料
の
料
率
は
、別
表
の
と
お
り
で
す
。

※
詳
し
く
は
、
府 

国
民
健
康
保
険
課

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.p

ref.osaka.lg.jp/kokuho/iryou
seido/hokenryoutouitu.htm

l

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
介
護
分
保
険
料
】

　

40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
は
介
護

保
険
第
２
号
被
保
険
者
と
な
り
、
介

護
分
保
険
料
が
あ
わ
せ
て
賦
課
さ
れ

ま
す
。

※
６
月
以
降
に
40
歳
に
到
達
す
る
人

は
、
40
歳
到
達
月
の
翌
月
に
介
護
分

保
険
料
が
加
算
さ
れ
、
納
付
す
る
保

険
料
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

来
年
３
月
ま
で
に
65
歳
に
到
達
す

る
場
合
は
、
到
達
月
の
前
月
ま
で
の

介
護
分
保
険
料
を
10
回
の
納
期
に
分

割
し
納
付
通
知
書
に
含
め
て
い
ま
す
。

■
未
就
学
児
に
係
る
国
民
健
康
保
険

料
の
均
等
割
額
の
軽
減

　

令
和
４
年
度
か
ら
、未
就
学
児（
６

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
）

の
均
等
割
額
の
２
分
の
１
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
ま
た
「
低
所
得
者
世
帯
の

国
民
健
康
保
険
料
の
軽
減
」
が
適
用

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
軽
減
後
（
７

割
・
５
割
・
２
割
軽
減
）
の
均
等
割

額
の
２
分
の
１
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
当
初
納
付
通
知
書
に
同

封
の
「
泉
佐
野
市
国
民
健
康
保
険
料

に
つ
い
て
」
の
チ
ラ
シ
を
参
照

■
出
産
被
保
険
者
に
か
か
る
産
前
産

後
期
間
の
保
険
料
軽
減

　

令
和
６
年
１
月
１
日
よ
り
、
子
育

て
世
代
の
負
担
軽
減
、
次
世
代
育
成

支
援
な
ど
の
観
点
か
ら
出
産
予
定
ま

た
は
出
産
し
た
人
の
産
前
産
後
期
間

の
国
民
健
康
保
険
料
を
軽
減
す
る
制

度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

※
詳
し
く
は
当
初
納
付
通
知
書
に
同

封
の
「
泉
佐
野
市
国
民
健
康
保
険
料

に
つ
い
て
」
の
チ
ラ
シ
を
参
照

■
納
付
通
知
書
を
６
月
中
旬
に
送
付

【
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）】

　

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
場
合

は
、
原
則
と
し
て
世
帯
主
の
年
金
か

ら
保
険
料
を
天
引
き
し
ま
す
。

対
象
条
件

●
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加
入
者

で
今
年
度
中
に
75
歳
に
到
達
し
な
い

●
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
全
員
65

歳
以
上
75
歳
未
満
の
世
帯
で
あ
る

●
世
帯
主
（
納
付
義
務
者
）
の
特
別

徴
収
対
象
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上

で
、
国
民
健
康
保
険
料
と
介
護
保
険

料
の
合
算
額
が
特
別
徴
収
対
象
年
金

額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い

※
複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
は
、
年
金
の
合
計
が
年
額
18
万
円

以
上
で
も
特
別
徴
収
に
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
特
別
徴
収

対
象
で
も
介
護
保
険
料
の
決
定
に
よ

り
、
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
普
通
徴
収
】

　

納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付
し
ま

す
。
納
期
は
６
月
〜
翌
年
３
月
の
各

月
（
全
10
回
）
で
す
。
全
納
と
各
期

別
の
納
付
書
（
単
票
式
）
を
納
付
通

知
書
に
同
封
し
て
い
ま
す
。
納
付
前

に
全
納
分
か
各
期
分
か
を
確
認
し
、

必
ず
納
期
限
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
で
納
付
し
て
い
る
場
合

は
、
指
定
口
座
の
残
高
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

国民年金の任意加入
　日本に住む20歳以上60歳未満の人（60歳未満の老齢・退職年金の受給権
者除く）は、国民年金に加入し保険料を40年間納めることで満額の老齢基礎
年金を65歳から受給できます。
　しかし、国民年金に加入しなかった期間・保険料を納め忘れた期間・免除
された期間があるために、満額の老齢基礎年金（68歳以下の人〔昭和31年4
月2日以後生まれ〕は令和6年度816,000円、69歳以上の人〔昭和31年4月1
日以前生まれ〕は令和6年度813,700円）を受けることができない人や、年金
を受けるための必要な期間（保険料を納めた期間と免除〔一部免除は納付期間〕
された期間を合計して原則10年以上）を満たしていない人で、次のいずれか
に該当する場合は申請日から任意加入することができます。
①日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
※老齢基礎年金の「繰上げ支給」を受けている人は除く
②60歳未満の老齢（退職）年金受給者
③日本国内に住んでいる65歳以上70歳未満の人
④海外に住んでいる65歳以上70歳未満の日本人
⑤海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
※③④については昭和40年4月1日以前に生まれ、老齢（退職）年金を受ける
ために必要な期間を満たしていない人に限る。また、①⑤については年金を
受けるために必要な期間を満たしていても、受給期間が40年となるまで任意
加入できます。
必要なもの　マイナンバーカード（通知カード）または年金手帳（基礎年金番
号通知書）、預貯金通帳と届出印（任意加入時の保険料の納付方法は原則口座振替）
※戸籍謄本などが必要な場合もあります。詳しくは問い合わせてください。

国
民
健
康
保
険

国

民

年

金

問
合
先　

国
保
年
金
課
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国保年金

国
民
健
康
保
険
料
の
納
付

■
納
付
は
必
ず
納
期
限
内
に

　

保
険
料
の
納
付
が
納
期
限
を
過
ぎ

る
と
、
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
を
あ

わ
せ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
未
納
の
状
態
が
続
く
と
、

納
期
限
ま
で
に
納
め
た
人
と
の
公
平

を
保
つ
た
め
、
や
む
を
得
ず
、
滞
納

し
て
い
る
人
の
財
産
（
不
動
産
・
預

貯
金
・
給
料
な
ど
）
を
調
査
し
、
差

し
押
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
保
険

料
は
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

■
便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

保
険
料
を
年
金
か
ら
差
し
引
い
て

納
付
し
て
い
る
人
以
外
は
、
原
則
、

口
座
振
替
で
の
納
付
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
口
座
振
替
に
よ
る
保
険
料

の
納
付
は
、
残
高
確
認
を
し
て
お
け

ば
納
付
時
に
金
融
機
関
な
ど
に
行
く

必
要
が
な
く
、
納
め
忘
れ
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
還
付
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
口
座
へ
の
振
込
で
還

付
し
ま
す
の
で
、
還
付
の
た
び
に
申

請
や
来
庁
の
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

【
口
座
振
替
の
手
続
き
方
法
】

●
口
座
振
替
依
頼
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
金
融
機
関
届
出
印
を
押
印

の
う
え
口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関
の

窓
口
ま
た
は
国
保
年
金
課
窓
口
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
依

頼
書
は
左
記
の
二
次
元
コ
ー
ド
ま
た

は
国
保
年
金
課
へ
の
電
話
で
取
り
寄

せ
で
き
ま
す
。

●
国
保
年
金
課
窓
口
で
は
、
専
用
端

末
機
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
通
し

暗
証
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
で
、
口

座
振
替
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。（
大

阪
泉
州
農
業
協
同
組
合
、
近
畿
労
働

金
庫
は
除
く
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
カ
ー
ド

も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
紀
陽
銀
行
・
池
田
泉
州
銀
行
・
南

都
銀
行
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ

コ
ン
な
ど
の
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
口
座
振
替

の
申
込
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
発
行
さ
れ

て
い
る
個
人
の
口
座
に
限
り
利
用
で

き
ま
す
。
申
込
は
左
記
の
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
。

■
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
・
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
納
付
で
き
ま
す

　

バ
ー
コ
ー
ド
付
の
納
付
書
で
あ
れ

ば
、
納
付
書
裏
面
に
記
載
し
た
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
お
よ
び
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
、
曜
日
や
時
間

を
気
に
せ
ず
に
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

【
取
り
扱
いス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
】

●
Ｐ
ａ
ｙ 

Ｂ

●
Ｐ
ａ
ｙ 

Ｐ
ａ
ｙ
請
求
書
払
い

●
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

Ｐ
ａ
ｙ
請
求
書
支
払
い

●
Ｆ
ａ
ｍ
ｉ 

Ｐ
ａ
ｙ
請
求
書
支
払
い

●
ａ
ｕ 

Ｐ
Ａ
Ｙ
請
求
書
支
払
い

【
次
の
よ
う
な
納
付
書
は

利
用
で
き
ま
せ
ん
】

●
バ
ー
コ
ー
ド
が
無
い

●
本
状
使
用
期
限
が
過
ぎ
て
い
る

●
金
額
が
訂
正
さ
れ
て
い
る

●
傷
み
や
汚
れ
な
ど
で
バ
ー
コ
ー
ド

が
読
み
取
れ
な
い

●
1
枚
の
金
額
が
30
万
円
を
超
え
て

い
る

※
こ
れ
ら
の
納
付
書
で
納
め
る
場
合

は
、
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
市
役
所

の
窓
口
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
納

付
し
た
場
合
は
領
収
証
書
は
発
行
さ

れ
ま
せ
ん
の
で
、
領
収
証
書
が
必
要

な
場
合
は
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
め
て
く
だ

さ
い
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

の
種
類
に
よ
っ
て
支
払
い
上
限
額

が
異
な
り
ま
す
。
利
用
方
法
、
利

用
可
能
銀
行
な
ど
、
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
左
記
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
も
ア

ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

■
納
付
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

特
別
な
事
情
で
納
期
限
内
に
保
険

料
の
納
付
が
難
し
い
と
き
は
、
早
め

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
次
の
事
由

に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
申
請
に
は
事
前
予
約

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
収
入

を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

【
減
免
事
由
（
府
内
統
一
基
準
）】

●
災
害
に
よ
り
居
住
す
る
住
宅
に
つ ▲市ホームページ

い
て
著
し
い
損
害
を
う
け
た
と
き

●
事
業
の
休
廃
止
、
失
業
な
ど
に
よ

り
、
所
得
が
著
し
く
減
少
し
た
と
き

※
減
少
後
の
所
得
に
基
づ
き
算
出
さ

れ
る
保
険
料
額
が
、
賦
課
限
度
額
を

超
え
て
い
る
場
合
を
除
く

●
被
保
険
者
が
刑
事
施
設
、
労
役
場

な
ど
の
施
設
に
拘
禁
さ
れ
た
と
き

●
被
保
険
者
の
資
格
取
得
日
に
お
い

て
65
歳
以
上
の
人
で
、
資
格
取
得
前

日
に
各
被
用
者
保
険
な
ど
の
被
保
険

者
（
当
該
資
格
を
取
得
し
た
日
に
お

い
て
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者

と
な
っ
た
人
に
限
る
）
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
人

【
夜
間
納
付
相
談
】

　

納
付
猶
予
や
分
割
納
付
相
談
は
電

話
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
日
中
に

納
付
相
談
が
困
難
な
場
合
は
、
夜
間

納
付
相
談
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　

６
月
20
日
㈭ 

午
後
８
時
ま

で
（
受
付
：
午
後
７
時
30
分
ま
で
）

▲口座振替依頼書
請求フォーム

▲国民健康
　　保険料

▲後期高齢者
　医療保険料

広報いずみさの 2024.617
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